
24年1月から対応しないと罰則！？
データ保管義務化の『電子帳簿保存法』
その簡単な対応方法とは？

2024年1月から、データで送っているまたは受取っている
「領収書」や「請求書」等はデータ保管する事が義務化になります。
今回は近 に々迫った電子帳簿保存法の対応方法の一つとして
電子契約システムを利用した対応方法についてお伝えいたします。

【主催】株式会社ハイホー
住所 〒171-0022 東京都豊島区西池袋1-4-10ウエストゲートビル5F
電話番号 03-6863-4025

お申込はこちらから（申込みフォームURL）

株式会社ハイホー講師

浅坂 俗生

開催会場 ZOOMウェビナー 定員 100名※最少申込人数に満たない場合は、
実施の日程を変更することがございます。費用 無料

15金202312 13:00-13:40
（13:40～質疑回答）

https://zoom.us/webinar/register/WN_kA9RbLW_RTCgdiDlnlLDng

右のQRコードからもアクセスが可能です


